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東日本大震災における自家用発電設備の稼働・被災状況

（３月号からのつづき）

　４．�緊急時におけるユーザーからの
　　　問い合わせ内容

　特筆すべき問合せ・要望としては、燃料供給体制
が途絶したためのユーザーからの燃料供給の要望及
び燃料切れにより停止した後の燃料系統のエアー抜
き方法と燃料消費量に関する問合せである。以下は
地震発生の3月11日以降3月末までに、一製造事業者
に寄せられた主な問合せ内容である。ただし、記録
に残っている情報のみであり、実数は本データの数
倍と想定される。製造事業社等各社にも同様の問い
合せがあり、緊急時での参考事例となり得るもので
ある。

主な問い合わせ内容

内容 台数

燃料系統について 193

現地調査依頼 105

製品故障 103

機器の仕様について  32

操作方法について  31

点検・修理・部品調達依頼  27

その他  25

合計 516

問い合わせ詳細について
ａ．燃料系統
　 　停電により非常用発電設備は始動したが、停電

時間が長期化し、燃料補給の必要な事態が発生し
た。しかし燃料供給網が混乱し、燃料調達ができ
ないことから、手元に保有の燃料で何時間運転で
きるかといった発電設備の燃料消費量に関する問
い合わせが殺到した。併せて、原動機がＡ重油仕
様となっているものについて、比較的容易に入手

できる軽油を使えるか等の問い合わせも多くあっ
た。病院からは、燃料手配、透析用の水の手配依
頼などもあり、緊急時におけるサプライチェーン
構築の重要性を今回の東日本大震災で経験した。

ｂ．製品の故障
　 　燃料切れにより停止した後、燃料を補給し、原

動機を再始動するものの、燃料エアー混入により
始動しないため、エアー抜きの問い合わせが殺到
した。電話でのエアー抜き方法の説明は困難を極
めた。油圧低下、冷却水温度上昇、蓄電池電圧低
下等の警報が発生しており、本警報に対する対処
方法の問い合わせが多くあった。電話での一時対
応及びサービス員派遣可能なユーザーには対応で
きたが、移動用車両のガソリン不足によりサービ
ス員の派遣は困難を極めた。

ｃ．現地調査依頼及び修理
　 　津波、地震により被害を受けている発電設備の

緊急復旧及び運転可能かどうかの調査依頼を受
け、確認した結果、整備が必要なものがポンプ場
30件、福島原発の避難区域内では18件であった。

　 　現地調査、修理に当たり、ガソリン入手が困難
なため、サービス員の派遣が遅れる事態が発生し
た。ガソリンの携行缶も市場からなくなり、遠く
沖縄より送付してもらうこともあった。調査、修
理のため、携行缶を持参してガソリンスタンドに
ならび、ガソリンを確保したこともあった。軽油
はガソリンと比較して入手が容易であったため、
軽油仕様の中古ディーゼル車を全国より集め現地
調査、修理に対応した。いずれの場合も燃料を持
参しての調査、修理であったので迅速性に欠けた。

　５．アンケート調査結果のまとめと
　　　提言

ａ．自家用発電設備及び周辺設備の耐震対策
　 　今回の震災地域の自家用発電設備は耐震ガイド

ライン発行後に設置されたものがほとんどであ

その２
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り、阪神大震災での発電設備本体の転倒など基礎
の強度に起因するものは皆無であった。一方、ダ
クト類、配管など周辺設備を原因とする不始動、
停止が発生しており、今後は周辺設備に関する更
なる耐震施工、基準の改善が求められる。

　 　なお、周辺設備を含む自家用発電設備の耐震強
度に関しては、自家用発電設備に係る新技術調
査・研究専門委員会で耐震性能調査を行う予定で
あり、当該委員会にて検討される周辺設備のガイ
ドラインの普及促進を図っていくこととする。
ｂ．自家用発電設備の冷却方法
　 　阪神報告書では、自己冷却型（空冷式または直

結ラジエータ式）が望ましいとしており、放水冷
却方式等の採用時には耐震ガイドラインに従った
耐震対策の実施を求めている。

　 　今回のアンケート調査では、冷却水系統を原因
とする不始動が1台で、阪神大震災の8台より減少
しており、空冷式であるガスタービン発電設備の
増加も含めて、阪神報告書の提言が生かされた結
果となっており、今後も自己冷却型を推奨する。
長時間停電時の避難所、病院においては飲料水用
の上水だけでなく、手洗い、風呂等用の中水、排
水用の下水が必要となってくるので、貯水槽を有
する冷却方式も施設の機能により選択することが
必要と思われる。
ｃ．自家用発電設備の設置場所
　 　今回は津波被害による停止が28台あった、津波

が想定される地域では、津波想定高さを考慮して
設置していくことが望ましいと判断する。発電機
室に発電設備を設置したとき、給気口、排気口、
排気配管出口などの屋外出入口位置、屋外燃料タ
ンクの設置位置など、付帯設備も含めて適正設置
の検討が必要である。
ｄ．病院、避難所等に置ける移動用発電設備の運用
　 　防災拠点となる官公庁、病院には非常用発電設

備が設置されていたため、震災時に効力が発揮さ
れた。一方、非常用発電設備が設置されていなかっ
た病院、避難所、工場等及び設置された非常用発
電設備が被害を受けた施設の長時間にわたる停電
に対しては、可搬可能である移動用発電設備の緊
急時の電源としての有用性が十分に実証された。

　 　今後非常用発電設備の設置は拡大していくこと
が予想されるが、必要十分な非常用発電設備を設

置していくことは難しいと思われるので、地域毎
の移動用発電設備容量を把握し、移動用発電設備
を保有しているレンタル会社と連携して、緊急時
には優先的に配備していくことが望まれる。

　 　また、電力会社の給電能力減少により関東地区
を中心に夏場に電力不足が発生したが、国内製造
事業者の自家用発電設備供給能力不足のため、生
産工場を中心に海外製造事業者の自家用発電設備
が電力不足時のピークカット電源として導入され
た。海外製発電設備の納入実数、現場での運用方
法、稼動後のメンテナンス実態等は不明である。
今後海外製発電設備が移動用発電設備、非常用発
電設備として導入されてくることも予想されるの
で、国内基準に合致しているか、稼動中に問題が
発生していないか等の実態調査が必要と思われ
る。

　 　政府においても、夏場の電力確保のための手段
として、ピークカット電源が通常規制を受ける排
気ガス規制の制限つき緩和、防災用発電設備の一
般負荷への供給、燃料・設備費用の一部補助など、
緊急的規制緩和、補助制度の見直しが行われたの
が今回の震災対策の特徴である。

ｅ．自家用発電設備の燃料保有量及び運転時間
　 　防災用発電設備は、消防用設備等への給電を目

的として設置されるため、運転時間は一般に２時
間を標準とするケースが多いが、前述するように、
停電時間が長時間にわたり自家用発電設備の長時
間運転が必要となり、燃料不足対策のため自家用
発電設備を手動運用に切り替えるなどの対応がと
られ、緊急時の燃料確保が課題として残った。

　 　防災拠点は、官庁施設の総合耐震計画基準によ
り自家用発電設備を72時間程度運転できる燃料を
保有又は緊急時に確保できることを推奨している
が、防災拠点以外でも長時間の自家用発電設備運
転が可能な燃料確保の必要性が課題となってく
る。燃料を大量に備蓄することは可能であるが、
備蓄された燃料が使用されなければ、スラッジの
発生など、緊急時に使用できないことも想定され
る。重要施設に対し、燃料供給会社（地域ガソリ
ンスタンド、石油元売製造事業者）と緊急時供給
協定を締結し、供給の優先順位を事前決定してお
く等の供給体制の構築と併用していくべきであ
る。
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　 　地震発生以降、防災用発電設備の燃料タンク容
量について、運転時間確保のために指定数量以上
の容量を要求するユーザーが増えており、併せて
施設負荷100％を賄える非常用発電設備容量を選
定する動きも見られる。
ｆ．メンテナンス
　 　不始動、停止原因の多くがメンテナンスの不備

に起因するものである。阪神報告書でもメンテナ
ンスの重要性が提言されたが、この教訓が生かさ
れず、同じ失敗を繰り返している状況である。消
防用設備の非常電源として、年２回の法定消防点
検、製造事業者としては月１度の運転確認を推奨
しているが十分に実施されていない。防災用発電
設備は常時運転していないため、万一の運転に備
え日常のメンテナンスが機能維持には不可欠であ
る。運転燃料のチェック（フィルタ目詰まり防止）、
制御電源のチェック、始動バッテリーのチェック
など、定期的な試運転など日常管理の実施により
防げる不具合が今回の震災でも発生した。

　 　防災用発電設備のメンテナンスは、ガスタービ
ン発電設備や比較的設備容量が大きいディーゼル
発電設備では専門の業者によるメンテナンスが実
施されている。しかし、小容量のディーゼル発電
設備ではメンテナンスの実施率が低く、また、目
視及び運転確認が主体の簡易メンテナンスが多い
と推定されるが、簡易メンテナンスでは確認でき
ない要素も多い。このため自家用発電設備専門業
者（自家用発電設備専門技術者）によるメンテナ
ンスの実施が震災時等の非常時における自家用発
電設備の信頼性向上に必要と考える。

　 　メンテナンス不良による不具合の未然防止を図
る必要があり、当協会では「非常用発電設備保全
マニュアル」を策定しているが、ユーザーに周知
徹底されていないのが現状である。今後、一般メ
ディア、講習会、当協会ニュース等、必要であれ
ば政府の広報活動を活用し、業界のみならずユー
ザーを含めてメンテナンスの啓発を図っていくこ
とも検討が必要である。メンテナンス推進のため
の方策として以下のものが考えられる。

　　① 　簡易型遠隔監視システムの開発・導入によ
り、始動準備完了状態表示を行うことによる
メンテナンス不備の解消

　　② 　ユーザー及び設備管理者に対するメンテナ

ンス啓発活動
　　③ 　月１度の運転確認の推奨又は自動保守運転

機能の確実な実施
ｇ．…防災用自家発電設備のユーザーからの問い合わ
せ

　 　運用方法についてユーザーより問い合わせの
あった事項は以下であった。

　　① 　防災用発電設備の電力を、防災負荷だけで
なく一般負荷へ供給する場合の方法

　　② 　非常用発電設備を常用発電設備として運用
したいが、国内法規に抵触することはあるの
か、抵触するのであればその対策

　　③ 　燃料保有量が少ないので、停電でも自動起
動させない方法

　　④ 　運転中に燃料を給油する方法（停電してい
るので、発電設備を停止したくない）

　　⑤ 　搭載タンク仕様のとき、長時間運転するた
め、別置タンクと連結する方法

　　⑥ 　発電設備の停止方法、手動運転方法（電気
主任技術者が外部委託又は兼任のユーザー）

　 　今回の教訓は、電気主任技術者が専任でない
ユーザーからの問い合わせが多かったことであ
る。防災用発電設備、非常用発電設備、常用発電
設備の区別を理解していることはまれであり、発
電設備は燃料があれば何時間でも運転できるもの
であるとの意識が一般的であった。今後は、防災
用電源の視点からだけでなく、非常用電源の観点
からユーザー毎に多種にわたる運用ができる電源
設備としての発電システムの構築を検討していく
必要がある。今後の検討課題は以下のとおりであ
る。

　　① 　防災用発電設備を緊急時に一般負荷へも供
給できる手動切替システム（現地負荷選択）
の検討

　　② 　災害時長時間運転の要望に対し、発電設備
の耐久性の検証により、認証基準への反映要
否の検討

　　③ 　火災停電していない昼間では自動始動しな
いシステムの開発、若しくは遠隔監視により
始動、停止できるシステム運用導入の検討

ｈ．病院、避難所等における災害時の電力供給
　 　病院においては消防用設備への電源供給だけで

なく、保安負荷、機能維持負荷など幅広い負荷へ
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の供給（発電設備容量の検討）が必要なことは自
明となった。今後は電気供給だけでなく、温水供
給など長期の活動維持に必要な機能を合わせもつ
コージェネレーションの導入促進も検討課題であ
る。併せて信頼性向上のため、予備機の設置、燃
料供給系統の2重化も検討課題である。また、電
源供給の多様化の観点から、太陽光、バイオマス
発電などの再生可能エネルギーとの併用（マイク
ログリッド化）も検討課題である。

　 　避難所については、電源供給だけでなく、生活
維持のため温水供給も不可欠であり、小型コー
ジェネレーションの導入（定置型及び移動型）も
検討課題となってきている。

　６．緊急時対応についてのまとめと
　　　提言

　地震発生以降、ユーザーから製造事業者に数多く
の問い合わせがきており、その状況を踏まえ緊急時
での対応と、今後の課題を提言する。緊急時におけ
る対応として、緊急時の連絡体制の不備などにより、
十分な対応ができなかった面もある。今後も今回の
ような大震災が想定されるので、緊急時ガイドライ
ンを作成するなど、緊急事態に備える活動が必要で
あると考える。また、災害時は通信網が混乱し、現
地との的確な情報交換ができなかった。災害時にお
ける通信網の強化を図ることの必要性が再認識され
た。
ａ．燃料系統について
　 　燃料消費量の問い合わせに対しては、一部の製

造事業者では急遽ホームページに掲載して対応し
ていた。今後は燃料仕様、フィルタ目詰まり対策
など、その他の情報も含めて緊急時に迅速な情報
提供ができるようにしていく必要がある。特に要
望の多かった燃料消費量については、発電装置本
体への明示方法や運転可能時間等の表示が検討課
題である。

　 　Ａ重油仕様の原動機に対し、軽油を使用するこ
とは可能であるが、少量危険物の指定数量はA重
油で2,000リットル未満、軽油で1,000リットル未
満であるので貯蔵することに課題を残している。

緊急時において官公庁施設、病院、避難所等への
燃料確保は重要課題であることが再認識されたの
で、指定数量の一時的緩和を提言したい。長時間
停電時、通常の燃料供給体制が途絶されたときに
どのように供給体制を構築していくかは中長期的
課題である。

ｂ．製品の故障対応について
　 　燃料のエアー抜き方法については、取り扱い説

明書に記載されているが、取り扱い説明書を紛失
しているユーザーも多い。原動機の燃料エアー抜
きを口頭で説明することは困難であるので、前述
の緊急時ガイドラインに盛り込む等の対応が必要
であり、緊急時には、全国のサービス網を含めて、
ホームページに掲載することを自家用発電設備事
業者としての共通対策とすることが有効と思われ
る。併せて、ユーザーへのメンテナンス推進によ
り、発電設備の取り扱い、保守方法の周知を図っ
ていく必要がある。

ｃ．現地調査対応について
　 　現地修理対応時、修理のためのサービス車が緊

急車両に指定されなかったため、一般道の混雑の
ため迅速に対応できなかった事例が発生した。今
後は行政機関により、緊急時車両の指定を求めて
いくとともに、緊急時の燃料配給も求めていきた
い。

おわりに
　今回の震災では、自家用発電設備の重要性が改め
て社会的に認識され、同時に防災用発電設備、常用
発電設備を所掌し、社会の安全、安心を推進してい
く責務を持つ当協会及び会員会社がその責任を果た
す必要性が改めて認識された。今回、防災拠点等重
要施設の長時間運転時における燃料切れ対策として
燃料供給体制の構築、及び不始動、停止の最大要因
であるメンテナンス不備対策として発電設備の維持
管理の徹底が、今後の課題として認識された。内発
協及び会員会社だけでは解決できない課題であり、
関係機関・団体及び需要家との連携が必要である。
本報告書が、課題解決の端緒、更には社会インフラ
の安全、安心推進の一助となれば幸いである。

　上記に関する「東日本大震災における自家用発電
設備調査報告書」を発売中です。
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